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中
国
研
究
集
刊 

称
号
（
総
六
十
号
記
念
号
）
平
成
二
十
七
年
六
月　

一
七
八
︱
一
九
六
頁

和
漢
に
お
け
る
孝
観
念
の
異
同

︱「
親
に
先
立
つ
不
孝
」 「
異
姓
養
子
」
へ
の
態
度
か
ら
︱

佐
野
大
介

は
じ
め
に

本
朝
は
早
く
よ
り
漢
土
の
思
想
で
あ
る
儒
教
を
受
容
し
、
思

想
・
倫
理
の
一
つ
の
中
心
と
し
て
き
た
。
た
め
に
、
儒
教
に
お
い

て
重
要
な
徳
目
で
あ
る
「
孝
」
は
、
本
朝
に
お
い
て
も
当
然
重
視

さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
、
漢
土
と
本
朝
と
の
孝
に
対
す
る
認
識
を
比
較
す
る

と
、
幾
つ
か
異
な
っ
た
点
が
見
い
だ
さ
れ
る
。

例
え
ば
、
欒
竹
民
氏
は
、
二
〇
〇
九
年
に
日
中
両
国
の
大
学
生

を
対
象
に
「
孝
」
意
識
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
行
な
い
、

そ
の
「
親
孝
行
と
は
何
か
」「
親
不
孝
と
は
何
か
」
と
い
う
設
問

に
対
す
る
回
答
の
検
討
か
ら
、
両
国
の
孝
観
念
の
違
い
に
つ
い

て
、「
中
国
の
若
者
に
は
見
ら
れ
ず
、
日
本
の
若
者
に
し
か
な
い

「
親
よ
り
長
生
き
す
る
こ
と
」
と
い
う
親
孝
行
と
、
ま
た
、
日
本

若
者
独
有
の
「
親
よ
り
先
に
死
ぬ
こ
と
」
と
い
う
親
不
孝
と
は
注

目
に
値
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
」（
注
1
）
と
述
べ
て
い
る
。

ま
た
、「
不
孝
有
三
、
無
後
爲
大
」（『
孟
子
』
離
婁
上
）
と
あ

る
よ
う
に
、
子
孫
を
継
嗣
し
て
ゆ
く
の
は
孝
の
大
き
な
部
分
で
あ

る
。「
無
後
」
へ
の
対
応
の
一
つ
が
養
子
を
取
る
こ
と
で
あ
る
が
、

後
述
す
る
よ
う
に
、
漢
土
の
養
子
制
度
に
は
「
異
姓
不
養
」
と
い

う
強
い
規
制
が
あ
る
の
に
対
し
て
、
本
朝
で
は
他
姓
養
子
（
ま
た

順
養
子
や
婿
養
子
な
ど
）
が
比
較
的
容
易
に
行
な
わ
れ
て
き
た
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
漢
土
と
本
朝
と
の
孝
観
念
や
社
会
制
度
の

検
討
を
通
じ
て
、
な
ぜ
両
国
の
孝
観
念
に
こ
の
よ
う
な
異
同
が
生

じ
る
の
か
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
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一
、「
親
に
先
立
つ
不
孝
」
へ
の
態
度
の
異
同

一
―
一
、
親
を
悲
し
ま
せ
る
不
孝

本
章
で
は
、
和
漢
に
お
け
る
「
親
に
先
立
つ
不
孝
」
に
対
す
る

態
度
の
異
同
よ
り
、
和
漢
の
孝
観
念
の
異
同
に
つ
い
て
考
察
す

る
。上

述
の
欒
竹
民
氏
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
よ
る
と
、「
親
孝
行

と
は
何
か
」
と
の
設
問
の
答
え
と
し
て
、「
親
よ
り
長
生
き
す
る

こ
と
」
は
、
本
朝
に
の
み
見
え
、
漢
土
に
は
見
え
な
い
。
ま
た
、

「
不
孝
と
は
何
か
」
と
の
設
問
に
お
い
て
、
本
朝
で
は
「
親
よ
り

先
に
死
ぬ
こ
と
」
が
最
多
回
答
率
で
あ
っ
た
が
、
漢
土
の
回
答
に

は
見
え
な
か
っ
た
と
い
う
。
確
か
に
、「
親
に
先
立
つ
不
孝
」
と

い
う
言
葉
が
存
在
す
る
よ
う
に
、
本
朝
に
お
い
て
は
、
親
よ
り
先

に
死
亡
す
る
こ
と
は
大
き
な
不
孝
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
る
。

こ
れ
が
何
故
不
孝
な
の
か
と
い
え
ば
、
例
え
ば
『
宝
物
集
』

は
、
国
史
に
見
え
る
、
子
に
先
立
た
れ
た
親
の
事
例
を
三
例
挙

げ
、

こ
れ
ら
、
子
の
あ
や
ま
り
に
非
ず
と
い
へ
ど
も
、
親
に
物
を

4

4

4

4

4

思
は
す
れ
ば

4

4

4

4

4

、
敵か
た
き

な
ど
と
申
さ
ん
も
ひ
が
事

4

4

4

な
ら
し
物
を

（『
宝
物
集
』
巻
第
一
）（
注
2
）
（
傍
点
引
用
者
、
以
下
同
）

4

と
結
ん
で
い
る
。
ま
た
、「
西
の
河
原
地
蔵
和
讃
」
に
は
、
親
に

先
立
っ
た
子
供
に
対
し
て
、

娑
婆
に
残
り
し
父
母
は　
　

追
善
供
養
い
た
せ
ど
も

た
だ
明
け
暮
れ
の
歎
に
は　

酷
や
悲
し
や
不
愍
や
と

親
の

4

4

歎4

き
は
汝
等
が

4

4

4

4

4　
　
　

苦
患
を
受
く
る
種

4

4

4

4

4

4

4

と
な
る

（「
西
の
河
原
地
蔵
和
讃
」）（
注
3
）

と
あ
る
。
ど
ち
ら
も
、「
親
に
先
立
つ
」
こ
と
は
、「
親
に
物
を
思

は
す
」「
親
の
歎
き
」
と
い
う
、
そ
の
内
包
す
る
「
親
を
悲
し
ま

せ
る
」
と
い
う
要
素
の
た
め
に
不
孝
と
な
る
と
の
認
識
を
示
し
た

も
の
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
は
例
え
ば
、
大
江
朝
綱
の
願
文
に
、

弟
子
朝
綱
敬
白
。
悲
之
亦
悲
。
莫
悲
於
老
後
子

4

4

4

4

4

4

。
恨
而
更

恨
。
莫
恨
於
少
先
親
。（『
本
朝
文
粋
』
第
一
四
巻
「
為
亡
息

澄
明
四
十
九
日
願
文
」）（
注
4
）

と
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
子
に
先
立
た
れ
る
こ
と
が
親
に
と
っ
て
の

最
大
の
悲
し
み
と
考
え
ら
れ
た
た
め
で
あ
る
。

で
は
、
和
漢
の
「
親
に
先
立
つ
不
孝
」
に
対
す
る
態
度
の
異
同

が
そ
の
悲
し
み
の
異
同
に
基
づ
く
の
か
と
い
え
ば
、
そ
う
で
も
な

い
。「「
不
孝
と
は
何
か
」
と
の
設
問
」
に
「「
親
よ
り
先
に
死
ぬ
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こ
と
」
が
中
国
の
回
答
に
見
え
な
か
っ
た
」
と
さ
れ
る
漢
土
に
お

い
て
も
、「
子
に
先
立
た
れ
る
こ
と
」
が
親
を
悲
し
ま
せ
る
の
は

当
然
で
あ
る
。
漢
土
に
も
杜
甫
「
自
京
赴
奉
先
詠
懐
五
百
字
」
や

蘇
軾
「
去
歳
九
月
二
十
七
日
在
黄
州
生
子
遯
小
名
幹
児
頎
然
穎
異

至
今
年
七
月
二
十
八
日
病
亡
於
金
陵
作
二
詩
哭
之
」
等
、
子
の
夭

折
を
悼
む
詩
は
多
く
見
ら
れ
る
。

和
漢
共
に
、「
子
に
先
立
た
れ
る
こ
と
は
親
を
悲
し
ま
せ
る
こ

と
」
で
あ
る
と
の
認
識
を
共
有
し
な
が
ら
、「
親
に
先
立
つ
不
孝
」

へ
の
態
度
に
異
同
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
異
同
の
理
由
は
、

単
な
る
親
子
間
の
心
性
以
外
に
求
め
ら
れ
よ
う
。

一
―
二
、
漢
土
に
お
け
る
孝
と
慈
と
の
関
係

で
は
、
和
漢
の
「
親
に
先
立
つ
不
孝
」
に
対
す
る
態
度
の
異
同

は
何
処
に
起
因
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
で
は
、
家
族
制
度
の

面
よ
り
考
察
し
て
ゆ
く
。

漢
土
で
は
、

庾
袞
字
叔
褒
、
…
…
咸
寧
中
、
大
疫
、
二
兄
亡
、
次
兄
毗
復

殆
、
癘
氣
方
熾
、
父
母
諸
弟
皆
出
次
於
外
、
袞
獨
留
不
去
。

諸
父
兄
強
之
、
乃
曰
、
袞
性
不
畏
病
。
遂
親
自
扶
持
、
晝
夜

不
眠
、
其
間
復
撫
柩
哀
臨
不
輟
。（『
晋
書
』
巻
八
八
、
孝
友

伝
）

4

張
孝
張
禮
、
家
貧
兄
弟
二
人
。
禮
養
母
拾
菜
於
路
遇
賊
。
將

烹
食
之
。
禮
云
乞
回
家
供
母
早
食
却
來
就
死
。
孝
聞
自
詣
賊

曰
。
禮
瘦
不
如
孝
肥
。
願
代
弟
命
。
禮
曰
、
禮
本
許
殺
、
勿

殺
吾
兄
。
賊
見
二
人
孝
義
、
倶
捨
之
。（『
全
相
二
十
四
孝
詩

選
』
張
孝
張
礼
）

田
眞
田
慶
田
廣
、
兄
弟
三
人
、
欲
分
財
産
。
堂
前
有
紫
荊
一

株
、
花
葉
茂
盛
。
夜
議
折
分
爲
三
。
暁
即
憔
悴
。
乃
眞
泣

曰
、
樹
本
同
根
、
聞
分
尚
如
此
。
人
何
不
如
也
。
兄
弟
由
是

不
復
分
焉
。（『
孝
行
録
』
田
真
諭
弟
）

な
ど
、
兄
弟
愛
が
「
孝
」
と
さ
れ
る
例
は
数
多
い
。

そ
の
原
因
と
し
て
は
、『
礼
記
』
に
、

子
云
、
睦
於
父
母
之
黨
、
可
謂
孝
矣
。
故
君
子
因
睦
以
合

族
。（『
礼
記
』
坊
記
）

と
あ
る
よ
う
に
、
漢
土
の
孝
が
、
単
に
親
だ
け
に
対
す
る
徳
目
で

は
な
く
、
兄
弟
や
党
（
一
族
）
と
の
関
係
の
維
持
強
化
を
含
む
も

の
で
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
谷
川
道
雄
氏
が
、

「
自
己
愛
の
克
服
（
克
己
）
を
通
じ
て
共
同
体
の
存
立
原
理
に
反

省
的
回
帰
を
行
な
う
こ
と
（
復
礼
）
が
「
仁
」
で
あ
り
、
そ
の

（ 180 ）



「
仁
」
の
実
践
者
こ
そ
が
「
士
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の

も
っ
と
も
重
視
す
る
「
孝
」
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
単
に
父
母

個
人
に
対
す
る
奉
仕
で
は
な
い
。
祖
廟
を
中
心
と
し
て
過
去
よ
り

未
来
ま
で
連
綿
と
し
て
存
続
す
る
家
族
共
同
体
の
一
員
と
し
て
の

当
然
の
義
務
な
の
で
あ
る
」（
注
5
）
、
木
島
史
雄
氏
が
、「
孝
の
称
揚

は
、
親
子
関
係
の
強
化
を
つ
う
じ
て
宗
族
内
の
結
束
を
教
化
す
る

方
策
で
あ
り
、「
孝
」
は
、
個
人
同
志マ
マ

の
関
係
に
つ
い
て
の

徳
目
で
は
な
く
、
各
個
人
と
そ
の
宗
族
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
徳

目
で
あ
っ
た
」（
注
6
）
、『
孝
子
伝
注
解
』
が
、「
中
国
に
お
け
る
孝

は
、
大
家
族
制
度
の
維
持
と
密
接
な
関
連
を
も
つ
徳
目
で
あ
り
、

朱
明
の
よ
う
に
親
族
を
重
ん
じ
る
態
度
は
、
孝
の
趣
旨
に
合
致
す

る
」（
注
7
）
な
ど
と
す
る
よ
う
に
、
孝
が
大
家
族
制
度
・
宗
族
維
持

の
た
め
の
徳
目
と
い
う
一
面
を
有
す
る
こ
と
に
起
因
す
る
。

こ
こ
か
ら
、

張
公
藝
、
九
代
同
居
。（『
旧
唐
書
』
巻
一
八
八
、
孝
友
伝
）

張
閏
…
…
八
世
不
異
爨
、
家
人
百
餘
口
無
間
言
。（『
元
史
』

巻
一
九
七
、
孝
友
伝
）

な
ど
、
大
家
族
の
類
代
同
居
事
例
が
孝
友

4

4

伝
に
収
載
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。

で
は
、
な
ぜ
漢
土
に
お
け
る
孝
は
こ
の
よ
う
な
性
質
を
有
す
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
の
一
つ
は
、
漢
土
の
「
家
」
の
構
造

に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

先
学
の
研
究
に
よ
っ
て
、
漢
土
の
「
家
」
は
、「
同
居
共
財
」

を
理
念
と
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
（
注
8
）
。
滋
賀
氏
に

よ
れ
ば
、
漢
土
の
家
は
、「
同
居
共
財
は
財
産
分
異
を
経
ざ
る
以

上
は
い
つ
ま
で
も
継
続
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
家
父
と
そ
の

妻
の
ほ
か
に
子
孫
ら
幾
組
も
の
夫
婦
を
含
み
う
る
し
、
ま
た
家
父

死
亡
後
兄
弟
な
り
従
兄
弟
な
り
が
そ
れ
ぞ
れ
の
妻
子
を
か
か
え
な

が
ら
全
体
と
し
て
同
居
共
財
生
活
を
含
む
と
い
う
家
族
形
態
が
発

生
す
る
可
能
性
を
常
に
は
ら
ん
で
い
る
」（
注
9
）
と
い
う
も
の
で
あ

り
（
注
10
）
、「
家
（
同
居
共
財
生
活
を
含
む
全
体
）」
と
は
、
そ
の
内

部
に
多
く
の
「
房
（
一
組
の
夫
婦
と
そ
の
子
女
か
ら
な
る
一
単

位
）」
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
（
注
11
）
。

つ
ま
り
、
漢
土
に
お
い
て
「
家
」
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、

「
房
」
即
ち
兄
弟
間
の
連
帯
が
不
可
欠
だ
と
い
え
る
。

と
こ
ろ
が
顔
之
推
が
、

及
其
壯
也
、
各
妻
其
妻
、
各
子
其
子
。
雖
有
篤
厚
之
人
、
不

能
不
少
衰
也
。
娣
姒
之
比
兄
弟
、
則
疎
薄
矣
。（『
顔
氏
家

訓
』
巻
二
、
兄
弟
第
三
）

（ 181 ）



と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
人
は
妻
子
を
持
つ
と
、
兄
弟
よ
り
妻
子
へ

の
愛
情
を
優
先
す
る
よ
う
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。

そ
う
し
て
、
妻
子
即
ち
「
房
」
の
優
先
は
、「
家
」
の
解
体

（
異
居
異
財
）
に
繋
が
る
。

兄
弟
四
人
、
皆
同
財
業
。
及
各
娶
妻
、
諸
婦
遂
求
分
異
、
又

數
有
鬪
爭
之
言
。（『
後
漢
書
』
列
伝
第
七
一
、
独
行
伝
）

「
共
財
」
で
あ
っ
た
兄
弟
が
結
婚
す
る
と
、
妻
た
ち
が
「
異
財
」

を
求
め
た
、
と
い
う
逸
話
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
妻
子
を
愛
す
る
こ

と
、
即
ち
「
房
」
の
優
先
を
「
慈
」
と
呼
ぶ
と
す
れ
ば
（
注
12
）
、

「
家
」
の
徳
目
で
あ
る
孝
と
、「
房
」
の
徳
目
で
あ
る
慈
と
は
背
反

す
る
こ
と
と
な
る
。『
父
母
恩
重
経
』
が
、

娉
得
妻
房
、
乖
違
兄
弟
、
憎
嫌
姉
妹
、
喩
若
佗
人
。（『
父
母

恩
重
経
』）

と
す
る
所
以
で
あ
る
。

滋
賀
氏
は
、「
と
く
に
兄
弟
の
妻
相
互
の
感
情
の
対
立
が
家
産

分
割
の
機
縁
と
な
り
や
す
い
こ
と
は
、
古
今
を
通
じ
て
変
ら
ぬ
現

象
で
あ
っ
た
」（
注
13
）
と
指
摘
し
て
い
る
。

こ
こ
か
ら
、

陽
城
字
亢
宗
、
定
州
北
平
人
。
…
…
年
長
、
不
肯
娶
、
謂
弟

曰
、
吾
與
若
孤
惸
相
育
。
既
娶
則
間
外
姓
、
雖
共
處
而
益

疏
。
我
不
忍
。
弟
義
之
、
亦
不
娶
、
遂
終
身
。（『
新
唐
書
』

巻
一
九
四
、
卓
行
伝
）

と
い
っ
た
、「
兄
弟
仲
が
悪
く
な
る
こ
と
を
恐
れ
て
結
婚
し
な
い
」

こ
と
が
「
卓
行
」
と
さ
れ
、
さ
ら
に
は
、

劉
君
良
、
瀛
州
饒
陽
人
。
四
世
同
居
、
族
兄
弟
猶
同
産
也
、

門
内
斗
粟
尺
帛
無
所
私
。
隋
大
業
末
、
荒
饉
、
妻
勸
其
異

居
、
因
易
置
庭
樹
鳥
雛
、
令
鬬
且
鳴
、
家
人
怪
之
、
妻
曰
、

天
下
亂
、
禽
鳥
不
相
容
、
況
人
邪
。
君
良
即
與
兄
弟
別
處
。

月
餘
、
密
知
其
計
、
因
斥
去
妻
、
曰
、
爾
破
吾
家
。
召
兄
弟

流
涕
以
告
、
更
復
同
居
。（『
新
唐
書
』
巻
一
九
五
、
孝
友

伝
）

朱
明
者
、
東
都
人
也
。
有
兄
弟
二
人
。
父
母
沒
後
、
不
久
分

財
、
各
得
百
萬
。
其
弟
驕
慢
、
早
盡
己
分
、
就
兄
乞
求
。
兄

恆
與
之
。
如
之
數
度
、
其
婦
忿
怒
、
打
罵
小
郎
。
明
聞
之

曰
、
汝
他
姓
女
也
。
是
吾
骨
肉
也
。
四
海
之
女
、
皆
了
爲

婦
、
骨
肉
之
復
不
可
得
。
遂
追
其
婦
、
永
不
相
見
也
。（
船

橋
本
『
孝
子
伝
』）
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な
ど
、「
妻
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
兄
弟
の
分
裂
を
防
ぐ
」

と
い
う
モ
チ
ー
フ
が
孝
と
認
識
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

谷
川
氏
は
、「
し
か
し
こ
う
し
た
大
家
族
に
は
、
つ
ね
に
分
裂

の
契
機
が
は
ら
ま
れ
て
い
る
。
成
人
し
た
息
子
と
そ
の
妻
子
だ
け

で
完
結
し
た
家
庭
生
活
を
営
も
う
と
す
る
志
向
が
た
え
ず
生
れ
る

か
ら
で
あ
る
。
こ
の
志
向
を
克
服
し
て
大
家
族
を
維
持
す
る
に

は
、
夫
婦
関
係
よ
り
も
兄
弟
関
係
を
優
先
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
…
…
要
す
る
に
、「
家
」
の
維
持
に
は
、
妻
子
へ
の
愛
を
超

え
て
、
親
・
兄
弟
へ
の
孝
悌
の
倫
理
を
実
践
す
る
こ
と
が
不
可
欠

で
あ
る
」（
注
14
）
と
す
る
。

つ
ま
り
、
妻
子
へ
の
愛
情
は
、「
家
」
の
解
体
即
ち
「
不
孝
」

に
繋
が
る
端
緒
と
な
り
得
る
の
で
あ
る
。

漢
土
に
は
、「
人
少
則
慕
父
母
、
知
好
色
則
慕
少
艾
、
有
妻
子

則
慕
妻
子
」（『
孟
子
』
万
章
上
）、「
生
其
事
親
也
、
妻
子
具
、
則

孝
衰
矣
」（『
管
子
』
樞
言
）、「
妻
子
具
而
孝
養
衰
於
親
」（『
荀

子
』
性
悪
）、「
民
猶
薄
於
孝
而
厚
於
慈
」（『
礼
記
』
坊
記
）、「
文

子
曰
、
孝
衰
於
妻
子
」（『
文
子
』
符
言
）、「
孝
衰
於
妻
子
」（『
説

苑
』
敬
慎
）
な
ど
、
孝
と
慈
と
が
背
反
し
、
妻
子
の
存
在
こ
そ
孝

が
衰
え
る
原
因
で
あ
る
と
す
る
言
説
が
数
多
く
見
ら
れ
、
一
般
的

な
認
識
と
い
っ
て
よ
い
。

こ
う
し
て
兄
弟
よ
り
妻
子
、
つ
ま
り
、「
家
」
よ
り
「
房
」
を

重
視
す
る
と
い
う
姿
勢
は
「
不
孝
」
と
認
識
さ
れ
る
。
こ
の
た
め
、

漢
土
の
認
識
上
に
お
い
て
、
妻
子
へ
の
慈
は
「
慈
︱
房
︱
私
」
と

い
っ
た
観
念
群
を
形
成
し
、「
孝
︱
家
︱
公
」
と
背
反
す
る
も
の

と
し
て
不
孝
性
を
帯
び
る
こ
と
と
な
る
。
た
め
に
、
孝
を
す
べ
て

の
倫
理
道
徳
に
優
越
す
る
も
の
と
す
る
漢
土
に
お
い
て
は
、「
慈
」

の
奨
励
は
比
較
的
弱
い
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
（
注
15
）
。

畢
竟
す
る
に
、
孝
に
「
大
家
族
維
持
」
と
い
う
機
能
が
強
い
漢

土
に
お
い
て
は
、
孝
慈
が
対
立
的
と
な
り
、
妻
子
を
愛
す
る
「
慈
」

が
奨
励
さ
れ
に
く
い
状
況
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

4一
―
三
、
本
朝
に
お
け
る
孝
と
慈
と
の
関
係

で
は
、
本
朝
の
状
況
は
如
何
な
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
思
想
の
担
い
手
で
あ
る
支
配
階
層
を
中
心
に
、
そ
の
家
族
制

度
の
面
か
ら
考
え
て
み
る
。

古
代
に
つ
い
て
見
る
と
、
唐
令
の
戸
令
応
分
条
が
財
産
分
割
の

規
定
で
あ
る
の
に
対
し
、
我
が
令
の
戸
令
応
分
条
は
財
産
相
続
の

規
定
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
漢
土
で
は
父
親
の
死
後
も
兄
弟

が
同
居
共
財
す
る
こ
と
が
本
則
と
考
え
ら
れ
て
い
た
た
め
、
財
産

分
割
す
る
の
に
特
に
規
定
を
必
要
と
し
た
が
、
本
朝
で
は
父
親
が

死
ぬ
と
兄
弟
は
異
居
異
財
と
な
る
こ
と
か
ら
、
財
産
分
割
で
は
な

く
遺
産
分
割
の
規
定
が
必
要
と
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
（
注
16
）
。
ど
ち

ら
も
兄
弟
が
異
財
す
る
際
の
規
定
と
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
当
該

条
を
復
元
し
た
中
田
氏
は
、「
唐
応
分
条
は
庶
子
均
分
主
義
を
、
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其
骨
子
と
な
し
た
に
反
し
、
我
大
宝
令
応
分
条
は
嫡
庶
異
分
主
義

を
以
て
、
其
根
本
原
則
と
し
て
居
る
」（
注
17
）
と
す
る
（
注
18
）
。
大
宝

令
よ
り
養
老
令
へ
の
改
正
に
お
い
て
も
、
大
宝
令
応
分
条
が
、

「
相
続
分
に
就
て
は
、
嫡
非
嫡
（
嫡
庶
）
異
分
主
義
を
執
り
、
嫡

子
に
は
宅
家
人
奴
婢
の
全
部
と
財
物
の
半
分
と
を
与
へ
、
庶
子
に

は
財
物
の
残
半
分
を
与
へ
、
而
も
こ
れ
を
其
数
に
随
て
均
分
せ
し

め
た
」（
注
19
）
の
に
対
し
、
養
老
令
応
分
条
で
は
、「
相
続
分
を
改
正

し
て
、
嫡
継
母
嫡
子
各
二
分
庶
子
一
分
女
子
妾
半
分
と
し
た
」（
注
20
）

た
め
嫡
庶
の
差
異
は
減
少
し
た
が
、
嫡
庶
異
分
主
義
は
貫
か
れ
て

い
る
（
注
21
）
。
こ
の
結
果
、
嫡
庶
の
経
済
力
に
嫡
子
優
位
の
差
異
が

発
生
す
る
。
例
え
ば
田
端
泰
子
氏
は
平
安
貴
族
の
庶
子
に
つ
い

て
、「
実
際
、
公
家
の
嫡
子
以
外
の
子
息
は
、
他
家
の
養
子
あ
る

い
は
婿
と
な
る
か
、
僧
と
な
る
か
以
外
に
、
生
活
の
す
べ
は
な

か
っ
た
の
で
あ
る
」（
注
22
）
と
し
て
い
る
。

中
世
に
は
、
武
家
が
支
配
階
層
と
し
て
台
頭
す
る
。
中
世
前
期

に
は
惣
領
が
庶
子
を
統
率
し
て
所
領
を
運
営
す
る
惣
領
制
が
一
般

的
と
な
る
が
、
そ
の
状
況
に
つ
い
て
石
井
氏
は
、「
財
主
は
自
由

に
そ
の
財
産
を
処
分
し
え
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
慣
習
と
し

て
は
、
大
体
の
標
準
が
定
ま
つ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い

て
は
、
お
そ
ら
く
は
、
養
老
令
の
規
定
の
影
響
が
あ
る
よ
う
で
あ

る
。
同
令
で
は
嫡
子
二
分
、
庶
子
一
分
、
女
子
半
分
と
い
う
割
合

で
あ
っ
た
が
、
中
世
に
お
い
て
も
大
体
の
傾
向
は
こ
れ
に
近
か
っ

た
よ
う
で
あ
る
」（
注
23
）
と
し
て
い
る
。

中
世
後
期
に
な
る
と
、
嫡
庶
異
分
相
続
か
ら
嫡
子
単
独
相
続
へ

と
移
行
す
る
（
注
24
）
。
さ
ら
に
近
世
に
お
い
て
武
家
の
経
済
が
俸
禄

に
頼
る
よ
う
に
な
る
と
、
家
督
を
相
続
し
た
嫡
子
の
優
位
性
は
よ

り
強
く
な
る
。
当
時
の
庶
子
の
状
況
に
つ
い
て
官
文
娜
氏
は
、

「
家
産
の
単
独
相
続
が
始
ま
り
家
督
制
が
確
立
し
て
か
ら
は
、
長

男
以
下
の
次
男
に
は
「
部
屋
住
み
の
身
分
」
し
か
な
く
、
三
男
以

下
に
は
「
冷
や
飯
食
い
」
の
身
分
し
か
な
い
」（
注
25
）
と
指
摘
し
て

い
る
。

つ
ま
り
、
本
朝
で
は
共
財
制
を
採
ら
ず
、
嫡
子
の
優
先
ま
た
は

単
独
相
続
が
行
な
わ
れ
た
た
め
、
本
朝
の
「
家
」
は
、
漢
土
の
同

居
共
財
の
大
家
族
を
理
念
と
す
る
「
家
」
と
は
大
き
く
異
な
っ
た

も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
父
親
の
死
亡
に
伴
い
財
産
が
分
割
さ

れ
、
漢
土
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
房
」
が
経
済
単
位
と
な
れ
ば
、

「
大
家
族
維
持
の
た
め
の
思
想
」
の
必
要
性
は
低
い
。
さ
ら
に
嫡

子
単
独
相
続
で
は
「
部
屋
住
み
」
の
庶
子
は
妻
子
を
持
て
な
い
た

め
、
そ
の
傾
向
は
一
層
顕
著
と
な
ろ
う
。

こ
こ
か
ら
、
本
朝
で
は
「
家
」
と
「
房
」
と
の
背
反
に
起
因
す

る
孝
慈
の
背
反
が
発
生
し
に
く
く
、
本
朝
で
は
特
に
「
慈
」
を
抑

制
す
る
必
要
は
無
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

例
え
ば
家
永
三
郎
氏
は
、
近
世
町
人
の
家
族
道
徳
に
関
し
て
、

「
孝
を
第
一
と
す
る
封
建
道
徳
も
、
町
人
の
社
会
で
は
そ
れ
程
の
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権
威
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
。
…
…
親
よ
り
も
妻
子

を
重
し
と
す
る
人
情
が
率
直
に
承
認
せ
ら
れ
て
ゐ
る
」（
注
26
）
と
す

る
が
、
漢
土
に
比
し
て
、
本
朝
で
は
一
般
的
に
こ
の
よ
う
な
傾
向

が
見
ら
れ
る
。

こ
こ
か
ら
、
本
朝
に
お
い
て
は
、「
あ
は
れ
、
親
の
子
を
思
ふ

程
、
子
は
親
を
思
は
ざ
り
け
る
よ
」（『
保
元
物
語
』）（
注
27
）
、「
高

き
も
卑
し
き
も
、
親
は
子
を
思
へ
ど
、
子
は
親
を
思
は
ず
」（
幸

若
「
八
島
」）（
注
28
）
、「
実げ

に
や
人
の
親
の
、
子
を
思
ふ
程
、
子
は

親
を
思
は
ず
」（
能
「
厚
婦
」）（
注
29
）
、「
親
思
ふ
こ
ゝ
ろ
に
ま
さ
る

親
ご
ゝ
ろ
け
ふ
の
音
づ
れ
何
と
き
く
ら
ん
」（
吉
田
松
陰
「
安
永

六
年
十
月
二
十
日
父
叔
兄
宛
書
簡
」）（
注
30
）
な
ど
、「
子
が
親
を
思

う
心
（
＝
孝
）
よ
り
も
、
親
が
子
を
思
う
心
（
＝
慈
）
が
強
い
」

と
の
認
識
が
一
般
的
と
な
る
。

畢
竟
す
る
に
、
孝
に
「
大
家
族
維
持
」
と
い
う
機
能
が
弱
い
本

朝
に
お
い
て
は
、
孝
慈
が
親
和
的
で
あ
り
、
妻
子
を
愛
す
る
「
慈
」

が
奨
励
さ
れ
や
す
い
状
況
に
あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
黒
田
彰
氏
は
、
上
引
の
田
真
の
故
事
に
関
し
て
、「
親
孝

行
談
と
い
ひ
難
い
」（
注
31
）
、「
こ
の
一
編
は
直
接
に
孝
行
に
関
す
る

も
の
と
は
い
え
な
い
」（
注
32
）
と
い
っ
た
本
朝
に
お
け
る
評
価
を
踏

ま
え
、「
聊
か
理
解
し
に
く
い
面
が
あ
る
」（
注
33
）
と
指
摘
す
る
。
ま

た
、
同
じ
く
上
引
の
朱
明
の
故
事
も
、『
孝
子
伝
注
解
』
に
、「
中

国
に
お
け
る
孝
は
、
大
家
族
制
度
の
維
持
と
密
接
な
関
連
を
も
つ

徳
目
で
あ
り
、
朱
明
の
よ
う
に
親
族
を
重
ん
じ
る
態
度
は
、
孝
の

趣
旨
に
合
致
す
る
が
、
社
会
の
異
な
る
日
本
で
は
理
解
困
難
だ
っ

た
と
み
ら
れ
、
唱
導
文
献
で
は
専
ら
兄
弟
愛
の
例
と
し
て
受
容
さ

れ
て
い
る
」（
注
34
）
と
解
説
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
本
朝
で

は
田
真
兄
弟
や
朱
明
の
行
為
（
兄
弟
の
分
裂
を
防
ぐ
）
が
孝
と
理

解
さ
れ
に
く
い
と
さ
れ
る
の
は
、
上
記
の
よ
う
な
伝
統
的
な
相
続

制
度
及
び
家
族
制
度
の
異
同
よ
り
、
本
朝
で
は
、
漢
土
ほ
ど
孝
に

「
大
家
族
維
持
」
と
い
う
機
能
を
必
要
と
せ
ず
、
た
だ
直
系
血
族

間
の
徳
目
と
し
て
捉
え
る
傾
向
が
強
か
っ
た
こ
と
が
そ
の
原
因
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
（
注
35
）
。

当
初
の
疑
問
、「「
親
に
先
立
つ
不
孝
」
に
対
す
る
態
度
の
異

同
」
に
立
ち
か
え
れ
ば
、
漢
土
で
「
大
家
族
維
持
」
と
い
う
機
能

を
有
す
る
孝
は
、「
大
家
族
解
体
」
に
繋
が
る
慈
と
対
立
す
る
た

め
、「
子
を
愛
す
る
」
こ
と
は
不
孝
に
繋
が
る
も
の
と
認
識
さ
れ

た
。「
子
が
先
立
つ
」
こ
と
が
不
孝
と
な
る
た
め
に
は
、「
子
を
愛

す
る
親
」
が
前
提
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、「
子
を
愛
す
る
」
こ

と
が
不
孝
に
繋
が
る
漢
土
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
比
較
的
困
難
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
家
族
制
度
の
異
な
る
本
朝
で
は
孝
と
慈
と
の
間

に
背
反
は
発
生
し
に
く
か
っ
た
。
こ
の
た
め
、「
子
を
愛
す
る
親
」

を
前
提
と
し
て
孝
観
念
を
構
築
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、「
子

を
愛
す
る
親
」
を
悲
し
ま
せ
る
「
親
に
先
立
つ
」
こ
と
が
不
孝
で

（ 185 ）



あ
る
と
い
う
諒
解
が
成
立
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

一
―
四
、
本
朝
に
お
け
る
孝
と
恩
と
の
関
係

前
節
に
お
い
て
、
本
朝
で
「
子
を
愛
す
る
親
」
が
前
提
さ
れ
る

要
因
を
見
た
。
確
か
に
、
本
朝
と
漢
土
と
に
お
け
る
親
子
関
係
の

異
同
と
し
て
、
本
朝
で
は
親
か
ら
子
へ
の
愛
が
強
調
さ
れ
る
傾
向

が
強
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

い
く
つ
か
例
を
挙
げ
れ
ば
、
浄
瑠
璃
『
源
平
布
引
滝
』
第
三
段

で
は
、
孫
の
敵
側
に
属
し
た
祖
父
の
瀬
尾
十
郎
が
、「
サ
ア
瀬
尾

が
首
取
て
初
奉
公
の
手
柄
に
せ
よ
」（
注
36
）
と
述
べ
、
故
意
に
孫
の

太
郎
吉
に
討
た
れ
て
や
る
。
謡
曲
「
唐
船
」
で
は
、
和
漢
の
子
の

板
挟
み
と
な
っ
た
父
親
が
、「
明
日
を
も
知
ら
ぬ
老
の
身
の
、
子

ゆ
へ
に
消
え
ん
命
は
、
な
に
中
々
に
惜
し
か
ら
じ
」（
注
37
）
と
言
い

つ
つ
海
に
身
を
投
げ
よ
う
と
し
、
ま
た
赤
染
衛
門
は
息
子
大
江
挙

周
の
病
の
際
、「
か
は
ら
ん
と
い
の
る
命
は
お
し
か
ら
で
さ
て
も

わ
か
れ
ん
こ
と
ぞ
か
な
し
き
」（
注
38
）
と
、
身
代
り
に
な
る
こ
と
を

願
う
。
こ
う
い
っ
た
直
系
尊
属
が
直
系
卑
属
の
た
め
に
命
を
投
げ

だ
す
、
ま
た
は
そ
れ
を
願
う
と
い
っ
た
モ
チ
ー
フ
は
、
漢
土
で
は

ほ
ぼ
見
ら
れ
な
い
も
の
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

『
平
家
物
語
』
巻
九
「
二
度
之
懸
」
に
は
、
梶
原
景
時
が
自
身

の
身
を
危
険
に
曝
し
て
も
、
敵
陣
に
取
り
残
さ
れ
た
子
を
助
け
に

行
く
と
い
っ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
（
注
39
）
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
、
例

え
ば
漢
土
の
劉
邦
が
己
が
助
か
る
た
め
に
子
を
馬
車
か
ら
蹴
落
と

そ
う
と
し
た
故
事
（
注
40
）
な
ど
と
対
蹠
的
で
あ
る
と
い
え
る
。

ま
た
、
本
朝
で
虎
に
喰
わ
れ
た
子
の
仇
を
討
っ
た
膳
巴
提

便
（
注
41
）
が
、
近
代
修
身
教
育
な
ど
で
理
想
的
人
物
と
し
て
採
り
上

げ
ら
れ
る
の
に
対
し
、
漢
土
で
は
、
子
を
失
っ
た
悲
し
み
か
ら
失

明
し
た
子
夏
は
、
曾
子
に
、「
喪
爾
子
、
喪
爾
明
、
爾
罪
三
也
」

（『
礼
記
』
檀
弓
上
）
と
責
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
鄭
注
に
は
「
言

隆
於
妻
子
」（
当
該
句
鄭
注
）
と
あ
る
。

津
田
左
右
吉
氏
が
、「
儒
教
思
想
に
於
い
て
は
親
が
子
を
愛
す

る
こ
と
に
道
徳
的
価
値
を
認
め
ず
、
徳
の
本
と
し
て
の
孝
を
妨
げ

る
虞
の
あ
る
も
の
と
し
て
、
寧
ろ
そ
れ
を
斥
け
る
気
味
さ
へ
あ
る

の
に
、
日
本
人
の
思
想
は
全
く
そ
れ
と
違
ひ
、
子
を
愛
し
子
を
育

て
あ
げ
る
こ
と
に
人
生
最
大
の
よ
ろ
こ
び
を
感
ず
る
の
み
な
ら

ず
、
そ
れ
を
道
徳
的
義
務
に
ま
で
高
め
、
子
を
世
に
立
た
せ
る
や

う
に
す
る
こ
と
を
親
の
責
任
と
考
へ
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
」（
注
42
）

と
す
る
よ
う
に
、
和
漢
に
は
慈
の
意
識
に
つ
い
て
、
確
か
に
異
同

が
存
在
す
る
と
い
え
よ
う
。

こ
こ
か
ら
、
本
朝
に
お
い
て
は
孝
の
教
説
に
お
い
て
、「
恩
」

が
強
調
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
る
。「
親
の
慈
」
か
ら
は
、
容
易

に
「
親
の
恩
」
に
説
き
及
ぶ
こ
と
が
可
能
と
な
る
た
め
で
あ
る
。

例
え
ば
、『
十
訓
抄
』
に
、
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身
体
髪
膚
を
父
母
に
受
け
た
る
生
の
始
め
な
れ
ば
、
恩
徳
の

最
高
な
る
こ
と
、
父
母
に
過
ぐ
べ
か
ら
ず
。（『
十
訓
抄
』

中
、
六
ノ
二
十
）（
注
43
）

と
あ
る
。
当
然
『
孝
経
』
の
「
身
體
髪
膚
受
之
父
母
。
不
敢
毀
傷

孝
之
始
也
」（
開
宗
明
義
章
第
一
）
を
踏
ま
え
た
文
章
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
『
孝
経
』
の
句
の
主
題
は
、「
身
也
者
親
之
枝
也
。

敢
不
敬
与
。
不
能
敬
其
身
是
傷
其
親
傷
其
親
」（『
礼
記
』
哀
公

問
）
と
い
っ
た
親
子
の
一
体
性
か
ら
、
己
の
身
体
に
傷
を
つ
け
な

い
こ
と
を
要
求
す
る
こ
と
に
あ
り
、
父
母
が
身
体
髪
膚
を
与
え
て

く
れ
た
こ
と
の
「
恩
徳
」
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
は
な
い
。

よ
っ
て
『
十
訓
抄
』
当
該
条
の
「
身
体
髪
膚
云
云
」
は
、
聊
か

『
孝
経
』
本
来
の
文
意
か
ら
ず
れ
た
用
い
ら
れ
方
と
い
え
よ
う
が
、

こ
う
い
っ
た
ず
れ
の
発
生
も
、
本
朝
の
孝
の
教
説
に
お
い
て
「
親

の
恩
」
が
強
調
さ
れ
た
こ
と
が
一
つ
の
原
因
と
い
え
よ
う
。

川
島
武
宜
氏
は
、
漢
土
の
「
古
典
儒
教
」
の
孝
が
「
親
の
慈
と

子
の
孝
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
義
務
で
は
あ
っ
て
も
、
相
互
に
独
立
し

た
義
務
で
あ
っ
て
、
相
互
に
他
を
条
件
づ
け
る
と
い
う
関
係
に
は

な
い
」
の
に
対
し
、
本
朝
の
孝
は
、「
孝
の
義
務
は
恩
を
前
提
し
、

恩
に
よ
っ
て
条
件
づ
け
ら
れ
て
い
る
」
と
す
る
（
注
44
）
。
川
島
氏
が

こ
の
よ
う
に
論
じ
る
の
も
、
本
朝
の
孝
の
教
説
に
お
い
て
は
、
漢

土
に
比
し
て
「
親
の
恩
」
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
こ
と
の
表

れ
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

本
朝
の
孝
の
教
説
で
は
、
漢
土
に
比
し
て
「
親
の
恩
」
が
説
か

れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
異
同
は
、
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
和

漢
に
お
け
る
孝
と
慈
と
の
関
係
性
の
異
同
に
基
づ
く
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
本
朝
で
は
「
親
の
慈
」
が
前
提
さ
れ
た
こ
と
か

ら
、
孝
を
説
く
に
あ
た
り
「
親
の
恩
」
を
容
易
に
利
用
で
き
る
状

況
に
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、
本
朝
に
お
い
て
は
、
孝
の
当
為
性
を

強
め
る
た
め
、
孝
が
本
来
有
す
る
当
為
性
に
、
さ
ら
に
「
報
恩
」

と
い
う
当
為
性
を
加
え
て
説
く
こ
と
が
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
ろ

う
（
注
45
）
。

二
、
他
姓
養
子
へ
の
態
度
の
異
同　

二
―
一
、
本
朝
に
お
け
る
他
姓
養
子
容
認

本
章
で
は
、
和
漢
に
お
け
る
他
姓
養
子
に
対
す
る
態
度
の
異
同

よ
り
、
和
漢
の
孝
観
念
の
異
同
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

養
子
に
関
し
て
、
両
国
で
大
き
く
異
な
る
の
は
、
漢
土
で
は

「
異
姓
不
養
」、
つ
ま
り
他
姓
養
子
が
厳
禁
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、

本
朝
で
は
こ
の
タ
ブ
ー
が
極
め
て
緩
い
こ
と
で
あ
る
（
注
46
）
。

漢
土
の
養
子
た
る
者
の
資
格
と
し
て
は
、「
無
子
者
、
聽
養
同

宗
於
昭
穆
相
當
者
」（『
唐
令
拾
遺
』
戸
令
）
と
あ
る
よ
う
に
、

「
同
宗
」
か
つ
「
昭
穆
相
當
」
が
原
則
で
あ
っ
た
（
注
47
）
。
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と
こ
ろ
が
、
我
が
令
に
お
い
て
は
、

凡
無
子
者
。
聴
養
四
等
以
上
親
於
昭
穆
合
者
。（『
養
老
令
』

戸
令
）（
注
48
）

と
「
同
宗
」
が
「
四
等
以
上
」
に
改
変
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
儀
制

令
に
「
高
祖
父
母
。
従
祖
々
父
姑
。
従
祖
伯
叔
父
姑
。
夫
兄
弟
姉

妹
。
兄
弟
妻
妾
。
再
従
兄
弟
姉
妹
。
外
祖
父
母
。
舅
姨
。
兄
弟

孫
。
従
父
兄
弟
子
。
外
甥
。
曾
孫
。
々
婦
。
妻
妾
前
夫
子
。
為
四

等
」（
注
49
）
と
あ
り
、「
四
等
以
上
」
で
「
昭
穆
合
者
」
に
は
「
外
甥
」

「
妻
妾
前
夫
子
」
が
含
ま
れ
る
た
め
、
そ
も
そ
も
令
の
規
定
に
お

い
て
、
他
姓
で
も
親
族
で
あ
れ
ば
一
部
養
子
が
認
め
ら
れ
て
い
る

こ
と
と
な
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
林
紀
昭
氏
は
、「
中
国
の

よ
う
な
男
系
集
団
に
必
ず
し
も
限
定
さ
れ
な
い
親
族
を
も
含
み
う

る
範
囲
を
設
定
し
た
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
」（
注
50
）
と
指
摘
し
て
い

る
（
注
51
）
。

さ
ら
に
、「
平
安
後
期
に
な
る
と
、
血
縁
が
な
か
っ
た
養
子
を

取
る
こ
と
は
、
も
は
や
日
常
茶
飯
事
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
」（
注
52
）
、

「
鎌
倉
期
に
は
、
他
人
養
子
は
一
般
的
な
現
象
と
な
り
」（
注
53
）
と
さ

れ
る
よ
う
な
状
況
を
経
て
、

近
世
に
到
る
と
、
幕
府
法
に
、

附
、
同
姓
の
中
繼
嗣
た
る
べ
き
者
な
き
に
お
い
て
は
、
舊
例

〈
例
一
作
制
〉
に
准
じ
て
、
異
姓
の
外
族
を
撰
び
て
言
上
す

べ
し
。（「
武
家
諸
法
度
（
宝
永
七
年
四
月
十
五
日
）」
第
一

五
条
）（
注
54
）

尤
養
子
取
組
候
儀
ハ
親
類
之
内
相
應
之
者
無
之
候
ハ
ヽ
御
直

參
次
男
三
男
又
ハ
弟
抔
之
内
を
取
組
候
樣
、
可
被
申
聞
候

（「
不
埒
之
養
子
致
候
者
御
仕
置
之
事
」
享
保
一
二
未
年
一
一

月
一
三
日
）（
注
55
）

な
ど
と
さ
れ
、
母
系
で
も
婦
系
で
も
な
い
他
姓
養
子
（
他
人
養

子
）
す
ら
法
的
に
公
認
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

思
想
界
に
お
い
て
も
、
国
学
者
が
、

や
む
こ
と
え
ず
は
、
た
と
ひ
そ
の
す
ぢ
に
は
あ
ら
ぬ
に
て

も
、
つ
が
し
め
て
、
氏
門
を
た
ゝ
ず
、
祖
の
は
か
ど
こ
ろ
を

も
あ
ら
さ
ず
、
祭
も
た
え
ざ
ら
ん
ぞ
、
ひ
た
ぶ
る
に
た
え
は

て
む
よ
り
は
、
は
る
か
に
ま
さ
り
て
は
あ
る
べ
き
、（
本
居

宣
長
『
玉
勝
間
』）（
注
56
）

な
ど
と
他
姓
養
子
を
容
認
す
る
の
み
な
ら
ず
、「
神
不
歆
非
類
、

民
不
祀
非
族
」（『
春
秋
左
氏
伝
』
僖
公
一
〇
年
）
と
い
っ
た
儒
教
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の
原
則
か
ら
、「
異
姓
不
養
」
を
主
張
す
べ
き
筈
の
儒
者
に
す
ら
、

上
ノ
御
取
立
ニ
テ
立
身
シ
タ
ル
者
ノ
、
子
ナ
ク
、
同
姓
ノ
親

類
モ
ナ
キ
ニ
ハ
、
先
祖
ニ
対
ス
ル
筋
ニ
モ
非
レ
バ
、
上
ノ
思

召
ニ
テ
、
他
名
ヲ
養
子
ニ
下
サ
ル
ゝ
コ
ト
モ
苦
シ
カ
ル
マ
ジ

キ
也
。（
荻
生
徂
徠
『
政
談
』
巻
之
四
）（
注
57
）

養
子
ヲ
非
義
ナ
リ
ト
テ
。
人
ノ
家
ヲ
斷
絶
セ
シ
メ
ン
嶂
。

却
テ
是
ソ
大
ナ
ル
不
義
ナ
ル
ヘ
キ
。（
三
輪
執
斉
『
養
子
辨

辨
』）（
注
58
）

な
ど
、
他
姓
養
子
を
容
認
す
る
姿
勢
を
示
す
も
の
が
出
て
い
る
。

他
姓
養
子
の
容
認
は
、
本
朝
に
お
い
て
一
般
的
な
認
識
で
あ
っ

た
と
い
え
よ
う
。

4二
―
二
、
本
朝
に
お
け
る
孝
の
認
識

他
姓
養
子
は
、「
家
」
の
世
代
間
に
お
け
る
血
の
不
連
続
を
発

生
さ
せ
る
。
こ
こ
か
ら
、
和
漢
に
お
け
る
他
姓
養
子
に
対
す
る
態

度
の
異
同
は
、
和
漢
の
家
の
差
、
つ
ま
り
漢
土
が
家
の
本
質
を

「
血
」
に
置
き
、
本
朝
が
「
家
名
・
家
業
・
家
禄
」
に
置
く
こ
と

に
基
づ
く
と
さ
れ
る
（
注
59
）
。
こ
の
説
は
正
鵠
を
射
た
も
の
と
思
わ

れ
る
が
、
本
節
で
は
暫
く
視
点
を
転
じ
、
孝
認
識
の
面
か
ら
こ
の

問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

『
孟
子
』
に
、「
不
孝
有
三
、
無
後
爲
大
」（
離
婁
上
）
な
る
文

言
が
あ
る
が
、
趙
岐
が
「
不
娶
無
子
、
絶
先
祖
祀
」（
当
該
章
注
）

と
注
し
、
朱
熹
『
孟
子
集
註
』
も
こ
れ
を
襲
っ
て
お
り
、
こ
れ
が

漢
土
に
お
け
る
代
表
的
な
解
釈
と
い
っ
て
よ
い
（
注
60
）
。
こ
れ
に
よ

る
と
、「
無
後
」
が
「
不
孝
」
で
あ
る
の
は
、「
先
祖
の
祀
を
絶

つ
」
が
為
で
あ
る
。

加
地
伸
行
氏
は
、
孝
を
、「
祖
先
祭
祀
（
過
去
）･

親
へ
の
敬
愛

（
現
在
）･

子
孫
継
嗣
（
未
来
）
の
三
者
を
一
つ
と
す
る
生
命
の
連

続
と
し
て
の
孝
と
い
う
概
念
」（
注
61
）
、「
人
間
が
持
つ
死
の
不
安
・

恐
怖
に
対
し
て
、
①
精
神
的
安
心
・
安
定
と
し
て
の
祖
先
祭
祀
、

②
肉
体
的
安
心
・
安
定
と
し
て
の
子
孫
一
族
の
存
在
、
そ
し
て
③

現
在
の
親
子
と
い
う
生
命
の
連
続
︱
︱
そ
れ
は
〈
気
〉
の
通
貫
で

も
あ
る
。
そ
の
生
命
の
連
続
に
よ
る
〈
死
の
不
安
・
恐
怖
の
克

服
〉
が
行
わ
れ
、
そ
の
三
者
を
合
せ
て
儒
教
は
孝
と
称
し
た
。
そ

れ
は
生
命
論
で
あ
り
、
そ
れ
に
基
づ
く
死
生
観
で
あ
る
」（
注
62
）
と

規
定
す
る
。

つ
ま
り
、
漢
土
に
お
い
て
、「
無
後
」
を
選
択
（「
子
孫
継
嗣
」

を
放
棄
）
し
て
「
祖
先
祭
祀
」
の
断
絶
を
導
く
こ
と
が
不
孝
と
さ

れ
る
の
は
、
孝
が
「
生
命
の
連
続
」
と
い
う
性
質
を
有
す
る
た
め

な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
本
朝
近
世
に
お
い
て
は
、「
孝
の
た
め
の
不
娶
」
と
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い
う
事
態
が
多
く
発
生
し
て
い
た
。
例
え
ば
、
江
戸
期
に
お
け
る

全
国
の
表
彰
事
例
を
集
め
た
『
孝
義
録
』
に
は
、
結
婚
後
の
己
の

孝
養
態
度
・
親
の
嫁
へ
の
感
じ
方
・
家
族
増
加
に
よ
る
困
窮
か
ら

起
き
る
養
親
の
不
備
な
ど
に
対
す
る
不
安
か
ら
、
言
い
換
え
れ
ば

孝
の
た
め
に
、
不
孝
で
あ
る
は
ず
の
「
無
後
（
＝
不
娶
）」
を
選

択
す
る
と
い
う
、
漢
土
の
類
書
に
は
ま
ず
見
え
な
い
事
例
が
数
多

く
見
ら
れ
る
（
注
63
）
。

漢
土
で
「
無
後
」
が
最
大
の
不
孝
と
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
本

朝
で
は
、「
無
後
」
を
選
択
し
て
「
祖
先
祭
祀
」
の
断
絶
を
導
く

こ
と
が
、
孝
と
認
識
さ
れ
得
る
と
い
え
よ
う
。

ま
た
、『
太
平
記
』
巻
六
「
赤
坂
合
戦
事
付
人
見
本
間
抜
懸
事
」

に
は
、
討
死
し
た
父
の
後
を
追
う
息
子
（
本
間
資
忠
）
の
話
が
見

え
る
。
そ
こ
で
は
、
僧
が
「
子
孫
無
窮
に
昌
ゆ
る
を
以
て
、
父
祖

の
孝
行
を
露
す
道
と
は
申
す
な
り
」
と
諭
す
も
、
資
忠
は
「
同
じ

く
打
死
仕
り
、
な
き
跡
ま
で
も
父
に
事
る
道
を
尽
く
し
候
は
ば

や
」
と
し
て
、
わ
ざ
と
父
と
同
じ
場
所
に
行
っ
て
敵
に
討
た
れ

る
（
注
64
）
。
僧
の
主
張
は
孝
行
と
「
子
孫
継
嗣
」
と
が
関
連
し
て
お

り
、
漢
土
的
な
観
点
を
有
し
て
い
る
が
、
資
忠
は
、
直
接
父
に
仕

え
る
こ
と
の
み
を
孝
だ
と
捉
え
て
い
る
様
子
が
窺
え
る
。

さ
ら
に
「
祖
先
祭
祀
」
に
関
し
て
は
、
加
地
氏
が
「
日
本
で

は
、
日
本
仏
教
が
、
江
戸
時
代
に
寺
請
制
度
（
い
わ
ゆ
る
檀
家
制

度
）
の
下
に
先
祖
供
養
を
管
理
し
た
た
め
、
儒
教
式
の
四
代
前
ま

で
を
祭
る
制
度
が
な
く
、
前
述
し
た
よ
う
に
死
者
個
人
の
た
め
の

先
祖
供
養
の
性
格
を
強
め
、
そ
の
結
果
と
し
て
「
せ
い
ぜ
い
祖
父

母
く
ら
い
ま
で
」
の
先
祖
供
養
に
終
っ
て
い
る
」（
注
65
）
と
指
摘
し

て
い
る
。

こ
れ
ら
よ
り
、
本
朝
で
は
、
孝
の
対
象
が
己
の
目
に
見
え
る
範

囲
に
限
ら
れ
る
傾
向
が
強
い
こ
と
が
見
て
と
れ
る
。
そ
う
し
て
こ

の
こ
と
は
、
漢
土
で
は
「
敬
愛
父
母
（
現
在
）」
に
加
え
、「
祖
先

祭
祀
（
過
去
）」「
子
孫
継
嗣
（
未
来
）」
が
孝
と
認
識
さ
れ
る
の

に
比
し
て
、
本
朝
は
主
と
し
て
「
敬
愛
父
母
（
現
在
）」
と
し
て

孝
思
想
を
受
容
し
た
こ
と
を
表
し
て
い
よ
う
（
注
66
）
。

例
え
ば
『
万
葉
集
』
に
親
を
思
う
歌
が
多
く
収
載
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
、
親
へ
の
心
情

4

4

は
、
当
然
儒
教
伝
来
以
前
よ
り
存
在
し

た
。
た
だ
、「
孝
」
と
名
づ
け
ら
れ
た
思
想

4

4

は
漢
土
よ
り
伝
来
し

た
も
の
で
あ
る
。
本
朝
に
お
い
て
孝
思
想
が
受
容
さ
れ
る
際
、
孝

の
有
す
る
「
生
命
の
連
続
」
と
い
う
性
質
よ
り
も
、「
親
に
対
す

る
倫
理
」
と
い
う
一
面
が
強
く
意
識
さ
れ
た
た
め
に
、
孝
を
目
に

見
え
る
範
囲
へ
の
心
情
や
態
度
（
養
親
・
敬
親
・
服
従
等
）
と
捉

え
る
傾
向
が
強
く
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
（
注
67
）
。
本
朝
に
お

い
て
孝
概
念
を
表
す
際
、
一
般
的
に
は
「
孝
」「
不
孝
」
よ
り
も
、

む
し
ろ
「
親
」
字
を
附
し
た
「
親
孝
行
」「
親
不
孝
」
が
用
い
ら

れ
る
こ
と
が
多
い
の
も
こ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。

漢
土
で
他
姓
養
子
が
厳
禁
さ
れ
る
の
は
、
家
の
本
質
を
「
血
」
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と
考
え
る
こ
と
に
加
え
、
漢
土
の
孝
が
「
血
」
即
ち
「
生
命
の
連

続
」
と
い
う
性
質
を
有
す
る
た
め
で
あ
る
。
漢
土
に
お
い
て
は
、

血
が
繋
が
ら
ず
、
生
命
が
連
続
せ
ず
、〈
気
〉
が
通
貫
し
な
い
他

姓
養
子
は
、
家
の
断
絶
を
意
味
す
る
上
に
不
孝
に
あ
た
る
。
こ
れ

に
対
し
て
本
朝
で
は
、
家
の
本
質
を
「
家
名
・
家
業
・
家
禄
」
と

考
え
る
こ
と
に
加
え
、
本
朝
の
孝
は
「
生
命
の
連
続
」「〈
気
〉
の

通
貫
」
と
い
う
性
質
が
弱
い
た
め
、
他
姓
養
子
は
家
の
断
絶
を
意

味
せ
ず
、
不
孝
に
も
あ
た
ら
な
い
。

こ
れ
が
本
朝
に
お
い
て
他
姓
養
子
が
た
や
す
く
容
認
さ
れ
て

い
っ
た
一
つ
の
要
因
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

こ
こ
ま
で
、
和
漢
に
お
け
る
「
親
に
先
立
つ
不
孝
」・「
他
姓
養

子
」
へ
の
態
度
の
異
同
よ
り
、
両
国
の
孝
観
念
の
異
同
に
つ
い
て

考
察
し
て
き
た
。

筆
者
は
孝
を
、「
自
己
拡
大
欲
求
」
の
表
出
形
式
の
一
つ
で
あ

る
と
考
え
る
。
人
の
自
我
は
不
安
定
で
、
不
安
・
迷
妄
・
執
着
・

死
の
恐
怖
に
常
に
揺
れ
動
い
て
い
る
。
そ
こ
で
、
人
は
安
定
を
求

め
、
意
識
的
無
意
識
的
に
自
己
を
拡
大
さ
せ
ん
と
す
る
。

強
大
な
権
力
を
持
つ
こ
と
、
地
縁
集
団
や
強
大
な
組
織
に
所
属

し
そ
の
集
団
と
一
体
化
す
る
こ
と
、
多
量
の
金
銭
を
保
有
す
る
こ

と
な
ど
は
、
全
て
共
時
的
な
自
己
拡
大
に
相
当
す
る
。
ま
た
、
偉

大
な
作
品
の
創
造
、
名
誉
を
得
て
「
青
史
に
名
を
残
す
」
こ
と
な

ど
は
、
通
時
的
な
自
己
拡
大
に
相
当
す
る
。
筆
者
の
考
え
に
よ
れ

ば
、
人
間
の
根
源
的
な
欲
求
で
あ
る
自
己
拡
大
欲
求
は
、
権
力

欲
・
所
属
欲
・
金
銭
欲
・
創
作
欲
・
名
誉
欲
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
形

で
表
出
し
、
孝
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。

孝
の
一
面
で
あ
る
大
家
族
維
持
は
、
即
ち
自
己
の
父
系
出
自
集

団
（
家
・
宗
族
）
と
の
一
体
化
に
繋
が
り
、
自
己
が
共
時
的
に
拡

大
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。「
生
命
の
連
続
」
を
意
識
す
る
こ
と

は
即
ち
父
系
直
系
血
族
（
祖
先
・
子
孫
）
と
の
一
体
化
に
繋
が

り
、
自
己
が
過
去
・
現
在
・
未
来
へ
と
通
時
的
に
拡
大
す
る
こ
と

を
意
味
す
る
。

つ
ま
り
、
血
（
気
）
を
通
じ
て
骨
肉
と
一
体
化
し
、
共
時
的
か

つ
通
時
的
に
自
己
を
拡
大
す
る
こ
と
こ
そ
が
孝
な
の
で
あ
る
。

「
親
に
先
立
つ
＝
不
孝
」
と
い
う
認
識
は
漢
土
で
は
弱
く
本
朝

で
は
強
い
。
こ
の
認
識
が
成
立
す
る
に
は
、
慈
の
存
在
を
前
提
せ

ね
ば
な
ら
な
い
が
、「
同
居
共
財
」
を
家
の
理
念
と
す
る
漢
土
に

お
い
て
は
、
房
の
倫
理
で
あ
る
慈
は
、
家
の
倫
理
で
あ
る
孝
（
大

家
族
維
持
の
た
め
の
孝
）
と
背
反
す
る
。
た
め
に
慈
は
不
孝
性
を

帯
び
、
強
い
当
為
性
を
有
し
得
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
本
朝

で
は
、
漢
土
の
よ
う
な
「
同
居
共
財
」
を
理
念
と
せ
ず
、
財
産
相

続
が
分
割
相
続
か
ら
嫡
子
単
独
相
続
へ
と
移
っ
た
。
た
め
に
「
家

（ 191 ）



対
房
」
即
ち
「
孝
対
慈
」
と
い
う
背
反
が
発
生
し
に
く
く
、
慈
が

強
い
当
為
性
を
有
し
得
た
。

親
子
関
係
に
お
い
て
、
漢
土
で
は
慈
が
強
い
当
為
性
を
持
た
な

か
っ
た
た
め
、
親
の
慈
に
反
す
る
「
親
に
先
立
つ
（
親
を
悲
し
ま

せ
る
）」
こ
と
が
「
不
孝
」
で
あ
る
と
の
認
識
が
弱
か
っ
た
。
こ

れ
に
対
し
て
、
本
朝
で
は
慈
が
強
い
当
為
性
を
持
っ
た
た
め
、

「
親
に
先
立
つ
」
こ
と
が
「
不
孝
」
で
あ
る
と
の
認
識
が
強
く

な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、「
親
に
先
立
つ
不
孝
」
に
対
す
る
態
度
の
異
同
は
、

漢
土
の
孝
が
「
大
家
族
維
持
」
の
性
質
を
有
し
孝
慈
が
対
立
的
で

あ
っ
た
の
に
対
し
、
本
朝
の
孝
は
そ
れ
を
有
さ
ず
、
孝
慈
が
親
和

的
で
あ
っ
た
こ
と
よ
り
発
生
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

他
姓
養
子
は
、
漢
土
で
厳
禁
さ
れ
、
本
朝
で
は
容
認
さ
れ
る
傾

向
に
あ
る
。
こ
の
異
同
は
、
漢
土
で
は
、
孝
が
「
生
命
の
連
続
」

と
い
う
性
質
を
有
し
た
た
め
、
他
姓
養
子
が
不
孝
に
あ
た
っ
た
の

に
対
し
、
本
朝
で
は
、
孝
が
「
生
命
の
連
続
」
と
い
う
性
質
を
有

す
る
と
の
意
識
が
低
く
、
他
姓
養
子
が
不
孝
に
あ
た
ら
な
か
っ
た

こ
と
よ
り
発
生
し
た
と
い
え
よ
う
（
注
68
）
。

畢
竟
す
る
に
、
孝
が
思
想
と
し
て
成
立
し
た
漢
土
に
お
い
て

は
、
孝
は
、
共
時
的
に
は
「
大
家
族
維
持
」、
通
時
的
に
は
「
生

命
の
連
続
」
と
い
う
自
己
拡
大
欲
求
に
裏
づ
け
さ
れ
た
も
の
で

あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
本
朝
に
お
い
て
は
、
孝
は
「
大
家
族
維

持
」
の
機
能
を
有
さ
ず
、「
生
命
の
連
続
」
と
い
う
性
質
も
弱

か
っ
た
。
つ
ま
り
、
自
己
拡
大
欲
求
の
裏
づ
け
を
欠
く
も
の
で

あ
っ
た
と
い
え
る
。

和
漢
に
お
け
る
「
親
に
先
立
つ
不
孝
」
や
他
姓
養
子
に
対
す
る

態
度
の
異
同
は
、
こ
れ
ら
両
国
の
孝
観
念
の
異
同
よ
り
発
生
し
た

も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

注

（
１
） 「
中
国
の
「
孝
」
の
位
相　

︱
日
本
現
代
社
会
に
お
け
る
「
孝
」
と
の

比
較
を
試
み
て
︱
」（
欒
竹
民
氏
他
編
、
広
島
私
立
大
学
国
際
学
部
叢
書

４
『
日
中
韓
の
伝
統
的
価
値
観
の
位
相　

︱
「
孝
」
と
そ
の
周
辺
︱
』、

溪
水
社
、
二
〇
一
二
年
）、
四
四
︱
四
五
頁
。

（
２
） 

新
日
本
古
典
文
学
大
系
40
『
宝
物
集
』、
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
、

三
四
頁
。

（
３
） 

真
鍋
広
済
『
地
蔵
菩
薩
の
研
究
』、
三
密
堂
書
店
、
一
九
六
〇
年
、
二

〇
〇
頁
。
ま
た
、
同
書
の
収
載
す
る
「
地
蔵
和
讃
」
類
は
多
く
類
似
の

句
を
有
す
る
。

（
４
） 

早
川
純
三
郎
編
『
本
朝
文
粋
、
本
朝
続
文
粋
』、
国
書
刊
行
会
、
一
九

一
八
年
、
二
四
九
頁
。

（
５
） 
谷
川
道
雄
『
中
国
中
世
の
探
究
』、
日
本
エ
デ
ィ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
出
版

部
、
一
九
八
七
年
、
一
三
八
頁
。
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（
６
） 

木
島
史
雄
「
六
朝
前
期
の
孝
と
喪
服　

︱
礼
学
の
目
的
・
機
能
・
手

法
︱
」（
小
南
一
郎
編
『
中
国
古
代
礼
制
研
究
』、
京
都
大
学
人
文
科
学

研
究
所
、
一
九
九
五
年
）、
四
二
四
頁
。

（
７
） 

幼
学
の
会
編
『
孝
子
伝
注
解
』、
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
三
年
、
八
八
頁
。

（
８
） 

中
田
薫
「
唐
宋
時
代
の
家
族
共
産
制
」（『
法
制
史
論
集
』
第
三
巻
、

岩
波
書
店
、
一
九
四
三
年
）、
牧
野
巽
『
中
国
家
族
研
究
』
上
・
下
（
牧

野
巽
著
作
集
第
一
・
二
巻
、
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
七
九
年
）、
滋
賀
秀

三
『
中
国
家
族
法
の
原
理
』（
創
文
社
、
一
九
六
七
年
）
な
ど
。

（
９
） 

滋
賀
氏
前
掲
書
、
五
六
頁
。

（
10
） 

な
お
加
藤
常
賢
氏
は
、
こ
う
い
っ
た
制
度
を
特
に
、「
兄
弟
終
身
共
住

共
財
制
」
と
称
し
て
い
る
（『
支
那
古
代
家
族
制
度
研
究
』、
岩
波
書
店
、

一
九
四
〇
年
、
一
一
一
頁
）。

（
11
） 「「
家
」
と
い
え
ば
同
居
共
財
生
活
を
含
む
全
体
を
意
味
し
、
そ
の
う

ち
の
、一
組
の
夫
婦
と
そ
の
子
女
か
ら
な
る
一
単
位
を
称
す
る
に
は「
房
」

と
い
う
別
な
言
葉
が
用
い
ら
れ
た
」（
滋
賀
氏
前
掲
書
、五
六
︱
五
七
頁
）。

（
12
） 「
父
慈
子
孝
」（『
礼
記
』
礼
運
）、「
爲
人
父
止
於
慈
」（『
大
学
』
伝
三

章
）。

（
13
） 

滋
賀
氏
前
掲
書
、
八
三
頁
。

（
14
）
谷
川
氏
前
掲
書
、
一
四
四
頁
。

（
15
） 

和
漢
の
比
較
の
問
題
で
、
漢
土
で
「
慈
」
が
奨
励
さ
れ
ぬ
わ
け
で
は

な
い
の
は
勿
論
で
あ
る
。
例
え
ば
、
下
見
隆
雄
氏
は
漢
土
の
慈
に
関
す

る
言
説
を
多
数
紹
介
し
、
親
の
慈
愛
が
子
の
孝
の
精
神
を
養
成
す
る
と

指
摘
し
て
い
る
（
下
見
隆
雄
「
孝
を
育
む
母
性　

︱
中
国
女
性
史
の
視

座
︱
」（『
東
洋
古
典
学
研
究
』
第
二
集
、
一
九
九
六
年
））。

（
16
） 「（
引
用
者
注
…
…
我
が
令
の
応
分
条
は
）
唐
の
戸
令
応
分
条
に
基
づ

い
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
唐
に
お
い
て
は
、
応
分
条
は
家
産
の

分
割
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
つ
た
と
こ
ろ
、わ
が
国
に
お
い
て
は
、当
時
、

家
族
共
産
の
慣
習
が
な
か
つ
た
の
で
、
こ
れ
を
遺
産
の
分
割
法
に
修
正

し
た
も
の
」（
石
井
良
助
『
長
子
相
続
制
』、日
本
評
論
社
、一
九
五
〇
年
、

五
一
頁
）。

（
17
） 

中
田
薫
「
養
老
戸
令
応
分
条
の
研
究
」（『
法
制
史
論
集
』
第
一
巻
、

岩
波
書
店
、
一
九
二
六
年
）、
五
五
頁
。

（
18
） 

無
論
漢
土
と
て
実
際
に
皆
が
同
居
共
財
を
守
っ
た
訳
で
は
な
い
が
、

財
産
分
割
す
る
際
も
兄
弟
で
家
産
は
均
分
さ
れ
た
。
滋
賀
氏
前
掲
書
、

二
四
五
頁
参
照
。

（
19
） 

中
田
氏
前
掲
書
第
一
巻
、
五
四
頁
。

（
20
） 

中
田
氏
前
掲
書
第
一
巻
、
五
七
頁
。

（
21
） 

な
お
応
分
条
に
は
、「
若
欲
同
財
共
居
…
…
不
用
此
令
」（
中
田
氏
前

掲
書
第
一
巻
、五
三
頁
）と
あ
り
、希
望
す
れ
ば
同
居
共
財
も
可
能
で
あ
っ

た
。

（
22
） 
田
端
泰
子
「
古
代
・
中
世
の
養
子
と
「
家
」」（
大
竹
秀
男
他
編
『
擬

制
さ
れ
た
親
子　

︱
養
子
︱
』、
三
省
堂
、
一
九
八
八
年
）、
五
八
頁
。

（
23
）
石
井
氏
前
掲
書
、
七
三
頁
。

（
24
）「
江
戸
幕
府
の
武
家
法
に
つ
い
て
は
、
嫡
出
長
子
単
独
相
続
法
が
行
わ
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れ
た
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
石
井
氏
前
掲
書
、
九
九
頁
）。

（
25
）
官
文
娜
『
日
中
親
族
構
造
の
比
較
研
究
』、
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
年
、

二
六
〇
頁
。

（
26
）
家
永
三
郎
『
日
本
道
徳
思
想
史
』、
岩
波
書
店
、
一
九
五
四
年
、
一
四

五
︱
一
四
六
頁
。

（
27
）
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
41
『
将
門
記 

陸
奥
話
記 

保
元
物
語 

平
治

物
語
』、
小
学
館
、
二
〇
〇
二
年
、
三
四
二
頁
。

（
28
）
東
洋
文
庫
417
『
幸
若
舞
』
２
、
平
凡
社
、
一
九
八
三
年
、
二
二
二
頁
。

（
29
）
芳
賀
矢
一
・
佐
佐
木
信
綱
編
『
謡
曲
叢
書
』
第
一
、
博
文
館
、
一
九

一
四
年
、
七
二
五
頁
。

（
30
）
日
本
思
想
大
系
54
『
吉
田
松
陰
』、
岩
波
書
店
、
一
九
七
八
年
、
三
八

六
頁
。

（
31
）
市
古
貞
次
『
中
世
小
説
の
研
究
』、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
五
五
年
、

三
二
〇
頁
。

（
32
）
日
本
古
典
文
学
全
集
36
『
御
伽
草
子
集
』、
小
学
館
、
一
九
七
四
年
、

三
二
三
頁
。

（
33
）
黒
田
彰
「
三
矢
の
訓
と
荊
樹
連
陰
」（『
孝
子
伝
の
研
究
』、
思
文
閣
出

版
、
二
〇
〇
一
年
）、
三
九
三
頁
。

（
34
）『
孝
子
伝
注
解
』、
八
八
頁
。

（
35
）
無
論
、
孝
思
想
が
漢
土
を
由
来
と
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
完
全
に

理
解
で
き
な
い
訳
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
本
朝
の
孝
行
譚
を
集
め
た
藤

井
懶
斎
『
本
朝
孝
子
伝
』
に
も
、兄
弟
姉
妹
で
財
産
を
譲
り
合
う
話
（
北

条
泰
時
・
柴
木
村
甚
介
）
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
36
）
日
本
古
典
文
学
大
系
52
『
浄
瑠
璃
集
』
下
、岩
波
書
店
、一
九
五
六
年
、

九
六
頁
。

（
37
）
新
日
本
古
典
文
学
大
系
57
『
謡
曲
百
番
』、
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
、

五
六
五
頁
。

（
38
）
国
史
大
系
15
『
古
今
著
聞
集
』
巻
八
、
経
済
雑
誌
社
、
一
九
〇
一
年
、

三
三
九
頁
。
ほ
か
『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
四
・『
十
訓
抄
』
巻
一
〇
な
ど

に
同
話
を
収
め
る
。

（
39
）
新
日
本
古
典
文
学
大
系
45
『
平
家
物
語
』
下
、
岩
波
書
店
、
一
九
九

三
年
、
一
六
二
頁
。

（
40
）「
漢
王
急
、
馬
罷
、
虜
在
後
、
常
蹳
兩
兒
棄
之
。
嬰
常
收
載
行
、
面
雍

樹
馳
」（『
漢
書
』
巻
四
一
、
滕
公
伝
）。

（
41
）『
日
本
書
記
』
欽
明
天
皇
六
年
（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
３
『
日
本

書
紀
』
二
、
小
学
館
、
一
九
九
六
年
、
四
〇
五
︱
四
〇
六
頁
）。

（
42
）
津
田
左
右
吉
『
シ
ナ
思
想
と
日
本
』、
岩
波
書
店
、
一
九
三
八
年
、
八

八
頁
。

（
43
）
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
51
『
十
訓
抄
』、
小
学
館
、
一
九
九
七
年
、

二
四
五
頁
。

（
44
）
川
島
武
宜
『
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
家
族
制
度
』、
岩
波
書
店
、
一

九
五
七
年
、
一
〇
二
︱
一
〇
九
頁
。

（
45
）
本
朝
で
は
、
孝
に
関
す
る
言
説
に
、
孝
を
「
報
恩
」
の
観
点
か
ら
説

く
こ
と
の
多
い
仏
教
の
影
響
が
強
か
っ
た
た
め
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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（
46
）
鎌
田
浩
「
武
士
社
会
の
養
子　

︱
幕
藩
比
較
養
子
法
︱
」（
永
原
和
子

編
、
日
本
家
族
史
論
集
５
『
家
族
の
諸
相
』、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
二

年
）
等
を
参
照
。

（
47
）
滋
賀
秀
三
「
実
子
な
き
者
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」（
滋
賀
氏
前
掲
書
第
三

章
）
に
詳
し
い
。

（
48
）
日
本
思
想
大
系
３
『
律
令
』、
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
年
、
二
二
八
頁
。

（
49
）『
律
令
』、
三
五
〇
頁
。

（
50
）
林
紀
昭
「
日
本
古
代
社
会
の
養
子
」（『
擬
制
さ
れ
た
親
子　

︱
養

子
︱
』）、
二
三
頁
。

（
51
）
た
だ
し
戸
婚
律
に
は
、「
即
養
異
姓
男
者
。
徒
一
年
」（
新
訂
増
補
国

史
大
系
22
『
律 

令
義
解
』、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
三
九
年
、
一
一
二
頁
）

と
あ
り
、
他
姓
養
子
を
禁
止
し
て
い
る
。

（
52
）
官
氏
前
掲
書
、
二
二
五
頁
。

（
53
）
田
端
泰
子
氏
前
掲
論
文
、
五
八
頁
。

（
54
）
日
本
思
想
大
系
27
『
近
世
武
家
思
想
』、
岩
波
書
店
、
一
九
七
四
年
、

四
六
一
頁
。

（
55
）
司
法
省
庶
務
課
編
『
徳
川
禁
令
考
』
巻
三
七
「
養
子
跡
職
」、
共
益
商

社
書
店
、
一
八
九
五
年
、
四
〇
二
頁
。

（
56
）『
玉
勝
間
』「
や
し
な
ひ
子
」（
大
野
晋
他
編
集
校
訂
『
本
居
宣
長
全
集
』

巻
一
、
筑
摩
書
房
、
一
九
八
九
年
）、
一
四
五
︱
一
四
六
頁
。

（
57
）
日
本
思
想
大
系
36
『
荻
生
徂
徠
』、
岩
波
書
店
、
一
九
七
七
年
、
四
〇

九
頁
。
た
だ
、「
其
時
ハ
古
例
ニ
任
セ
、
苗
字
計
リ
養
父
ノ
苗
字
ヲ
名
乗

ラ
セ
、
姓
ハ
其
者
ノ
本
姓
タ
ル
ベ
シ
」
と
の
制
限
は
あ
る
。

（
58
）
関
儀
一
郎
編
『
日
本
儒
林
叢
書
』
第
四
巻
、
鳳
出
版
、
一
九
七
八
年
、

三
頁
。

（
59
）
滋
賀
氏
前
掲
書
・
官
氏
前
掲
書
な
ど
参
照
。

（
60
）
当
該
句
の
解
釈
史
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
懐
徳
堂
の
「
不
孝
有
三
無

後
為
大
」
解
釈
」（『
懐
徳
堂
研
究
』
第
五
号
、
二
〇
一
四
年
）
参
照
。

（
61
）
加
地
伸
行
「『
孝
経
』
の
漢
代
に
お
け
る
思
想
的
位
置　

︱
宗
教
性
か

ら
礼
教
性
へ
︱
」（『
日
本
中
国
学
会
報
』
第
四
二
集
、
一
九
九
〇
年
）。

（
62
）
加
地
伸
行
「
孝
の
宗
教
性
と
礼
教
性
と
」（
加
地
伸
行
著
作
集
Ⅲ
『
孝

研
究　

︱
儒
教
基
礎
論
︱
』
第
四
章
、
研
文
出
版
、
二
〇
一
〇
年
）、
二

四
三
頁
。

（
63
）『
孝
義
録
』
に
み
え
る
孝
行
の
具
体
相
を
統
計
的
手
法
を
用
い
て
分
析

し
た
鈴
木
理
恵
氏
に
よ
れ
ば
、
氏
が
〈
親
優
先
〉
に
分
類
し
た
孝
行
を

行
な
っ
た
者
一
二
八
名
（
女
四
〇
名
・
男
八
八
名
）
の
評
伝
の
う
ち
、

女
性
は
六
五
・
〇
％
、
男
性
は
四
四
・
三
％
が
「
非
婚
（
孝
養
の
た
め

に
夫
ま
た
は
妻
を
迎
え
な
い
、
あ
る
い
は
嫁
入
り
し
な
い
）」
と
い
う
モ

チ
ー
フ
を
有
し
て
い
た
と
い
う
（
鈴
木
理
恵
「
江
戸
時
代
に
お
け
る
孝

行
の
具
体
相　

︱
『
官
刻
孝
義
録
』
の
分
析
︱
」（『
長
崎
大
学
教
育
学

部
社
会
科
学
論
叢
』
第
六
六
号
、
二
〇
〇
五
年
））。

（
64
）
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
54
『
太
平
記
』
一
、小
学
館
、一
九
九
四
年
、

三
一
七
︱
三
一
八
頁
。

（
65
）
加
地
伸
行
『
沈
默
の
宗
教　

儒
教
』、
筑
摩
書
房
、
一
九
九
四
年
、
九
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一
頁
。

（
66
）
加
地
氏
は
、「
ふ
つ
う
、
孝
と
言
え
ば
（
二
）
の
「
父
母
へ
の
敬
愛
」

だ
け
の
よ
う
に
考
え
や
す
い
が
、
そ
れ
は
誤
り
で
あ
る
。（
一
）
の
「
祖

先
の
祭
祀
」、（
三
）
の
「
子
孫
を
生
む
こ
と
」、
こ
の
二
者
も
ま
た
孝
と

し
た
の
で
あ
る
。
儒
の
言
う
孝
と
は
、
そ
う
い
う
内
容
で
あ
る
。
日
本

人
の
多
く
は
、
こ
の
三
者
を
ひ
っ
く
る
め
た
も
の
が
孝
で
あ
る
こ
と
を

知
ら
な
い
」（
加
地
伸
行
『
儒
教
と
は
何
か
』、
中
央
公
論
社
、
一
九
九

〇
年
、
一
九
︱
二
〇
頁
）
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
67
）「
目
に
見
え
る
範
囲
へ
の
心
情
や
態
度
」
に
は
、
親
及
び
祖
父
母
の
供

養
も
含
ま
れ
る
。

（
68
）
漢
土
で
孝
が
果
た
し
て
い
た
通
時
的
な
自
己
拡
大
は
、
本
朝
で
は
家

の
永
続
性
が
果
た
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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